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第４章 貨物車交通プランの施策 

第３章で述べた道路交通円滑化や環境改善等の視点から見た課題を解決し、「世界をリード

する大阪産業」を目標として、概ね 10 年後の 2018 年（平成 30 年）度に次の効果が得られる

と考えています(表４－１)。これに向けて、トラック車種毎の輸送特性に沿ったハード、ソフ

ト両面の施策を検討し取り組んでいきます（表４－２）。 

 

 

【 表４－１：貨物車交通プラン実施の効果】 

 効 果 

輸送効率化面 
大阪府の渋滞損失時間が約１,６００万時間／年減少します！ 

（約７００億円分の渋滞損失の削減に相当） 

環境改善面 

大阪府の大気汚染物質及び温室効果ガスの排出量が減少します！ 
窒素酸化物（ＮＯＸ）：約１,０００トン／年 

粒子状物質（ＰＭ） ：約   ２００トン／年 

二酸化炭素（ＣＯ２）：約   ２８万トン／年 

※路線整備にかかわる効果は、道路交通センサスをもとに、ネットワーク全体で算出。 
※箇所整備にかかわる効果は、実態調査結果、事例をもとに個別で算出。 

 

 

【 表４－２：トラック車種毎の施策 】 

トラック車種 施策の目的 

大型トラック 

(積載量１０ｔ以上) 

国際貨物・幹線貨物輸送等を担う大型トラックが通行許可・手数料なしで自由に走行できる重

さ指定道路※のネットワーク整備と走行誘導方策を実施し、走行円滑化と沿道環境改善を実現 

中型トラック 

(積載量３ｔ以上１０ｔ未満) 

工場・倉庫間の中間輸送等を担う中型トラックの走行誘導が望ましい物流集積地域の広幅員の

一般道路のネットワーク整備と走行誘導方策を実施し、走行円滑化と沿道環境改善を実現 

小型トラック 

（積載量３ｔ未満) 

商業店舗、住居への端末輸送等を担う小型トラックがわかりやすく利用しやすい荷捌き施設の

確保と駐車誘導方策を実施し、荷捌き円滑化と走行環境改善を実現 

 

荷捌き駐車問題は、広域的な対策というより、都心部の商業施設集積地など特定の地域の問題

であることから、地域ごとの実情に応じて市町村が中心となった施策が促進されるよう大阪府は、

必要に応じて府内市町村に対して、大阪市や全国的な荷捌き駐車対策に関する情報提供や助言等

を行う 

トラック全般 
トラックを対象とする休憩所の整備、地域の関係者間が協働して貨物車交通の問題への取り組

みにより、トラックの駐車休憩スペースの確保やトラック交通に起因した交通問題の改善を実現
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また、具体的な施策は、整備や改善が必要な路線、箇所、地域について、トラック車種毎に

輸送効率化と環境改善の２つの視点から抽出するとともに、トラックの駐車休憩スペースの確

保やトラック交通に起因した地区の問題についての施策（トラック荷待ち駐車マネジメント）

を抽出しています（表４－３、４）。 

 

 

【 表４－３：整備や改善が必要な路線、箇所、地域の抽出の考え方 】 

 

【 表４－４：トラック荷待ち駐車マネジメント 】 

トラック車種 
対

象 

 
輸送効率化の視点 環境改善の視点 

大型トラック 

大阪府全域を対象として、①～⑤のいず
れかに該当する路線を抽出 
① 海上コンテナトレーラー車の交通量
が多い路線 

② 高速道路ＩＣへのアクセス路線 
③ 重さ指定道路※間を直結する路線 
④ 府県間連絡道路 
⑤ 広域緊急交通路※の重点１４路線 

輸送効率化の視点で抽出した路線
のうち、沿道が概ね工業・商業系の
路線を抽出 

路線 

大阪府内の物流施設の集積地域を対象
として、①～②のいずれかに該当する路
線を抽出 
① 高速道路ＩＣへのアクセス路線 
② 物流拠点へのアクセス路線 

輸送効率化の視点で抽出した路線
のうち、①かつ②の路線及び沿道が
概ね工業・商業系の路線を抽出 

中型トラック 

箇所 

大阪府内の物流施設の集積地域を対象
として、①～②のいずれかに該当する箇
所を抽出 
① 主要渋滞ポイント 
② するっと交差点対策箇所 

輸送効率化の視点で抽出した箇所
のうち、①かつ②の箇所及び以下の
①～③のいずれかに該当する箇所
を抽出 
① 騒音要請限度超過箇所 
② 大気（ＮＯx）環境保全目標
未達成箇所 

③ 事故危険箇所 

トラック車

種 

対

象 

 
背景・課題 対策 

中環東大阪 
休憩所（物流
パーキング）

主にトラックを対象とする物流
パーキング（中環東大阪休憩所）
の整備 
①既設パーキング大型車収容台
数の拡大 
②中環未利用地を活用した新設
パーキングの整備 
③駐車休憩スペースの情報発信

トラック全般 
東大
阪市 

① 流通業務地区など物流拠点の集中 

② 大型トラック荷待ち待機場所の不足 

③ 長距離トラック待機場所の不足 

④ 大型貨物車による路上駐車の慢性化 

⑤ 交通流阻害による交通渋滞や事故 

⑥ 住居系地域の環境悪化 

東大阪ＦＱＰ
協議会 

荷主、運送事業者、地方自治体、
警察など地域の関係者が協働し、
地域住民の意見を踏まえた上で
関係者が自主的に取り組むこと
ができる施策（アクションプラ
ン）を取りまとめ、実施していく
アクションプラン 
①トラックの路上駐車解消 
②マイカーの路上駐車削減 
③走行ルートマネジメント 
④地区の環境改善 
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４－１ 貨物車交通プランを構成する具体的施策 

（１） 具体的施策の基本的な考え方 

１）トラック車種毎の輸送特性に応じた施策の検討 

貨物車には、大型トラック、コンテナトレーラーや軽トラック等様々な車種があります。

大型・中型トラックは、大阪府の貨物車保有台数の２割程度ですが、国際貨物輸送、幹線貨

物輸送や工場、物流センター間の貨物輸送等の中・長距離輸送を担っているため、大阪府発

着の輸送トンキロ※で見ると、約９割を占めています。一方、小型トラックは、商業店舗、

住居への端末輸送等の短距離輸送を担っていることから、保有台数では約８割を占めていま

すが、大阪府発着の輸送トンキロで見ると、１割程度に留まります（図４－１）。なお、大阪

府で走行に限ってみると、走行台キロでは大型・中型トラックと小型トラックはほぼ同じと

なっています。 
また、保有台数の推移では、大型・中型トラックは増加傾向にある一方、小型トラックは

減少傾向にあります。国土交通省の将来の交通需要推計においても、大型・中型トラックの

走行台キロは車両大型化等の進展により増加傾向である一方、宅配便の多頻度小口化はある

ものの、小型トラックの走行台キロは物流拠点の集約化やミルクラン（巡回集荷）等の進展

により減少傾向にあります。 
さらに、欧米との比較において、日本では大型車（大型・中型トラック）の混入率は高く、

総交通量の３分の１以上となっており、我が国の物流は、大型・中型トラックで支えられて

いると言えます（図４－２）。 
よって、具体的施策の検討にあたっては、大型トラック（概ね積載量１０ｔ以上、車両総

重量２０ｔ超）と中型トラック（概ね積載量３ｔ以上１０ｔ未満）を中心に行います。また、

現在のところ、大阪府内の衛星都市における荷捌き駐車に関する地域のニーズは見られませ

んが、小型トラック（概ね積載量３ｔ未満）の検討もあわせて行うこととします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図４－１：トラック車種毎の保有台数と輸送トンキロ 】 
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【 図４－２：大型車（大型・中型トラック）混入率（海外との比較）】 
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【 図４－３：普通貨物車（大型・中型トラック）走行台キロ推計 】 
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【 図４－４：小型貨物車（小型トラック）走行台キロ推計 】 
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２）ハード施策とソフト施策の両面での検討 

貨物輸送の効率化と都市環境の改善を実現するためには、ハード、ソフト両面の施策を適

時適切に講じていくことが必要不可欠です。 
そこで、具体的施策の検討にあたっては、高速道路へのアクセス改善、渋滞交差点の解消、

橋梁の補強等の従来からのハード面の施策に加えて、貨物車交通を適切に誘導するための走

行の規制、利便性の向上、情報提供等のソフト面での施策についてもあわせて検討します。 
また、貨物車交通を取り巻く物流関連施策との適切な施策の組合せの検討を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図４－５：具体的施策のイメージ 】 

高速道路ＩＣ

● 高速道路へのアクセス改善

● 重さ指定道路の追加
　　走行の規制

● 道路の有効活用

● 幹線道路ﾈｯﾄﾜｰｸの構築

● 重さ指定道路に必要な補強

●利用しやすい

　　高速料金

●モーダルシフトの
　　　　　　　　促進

● 情報の提供

この道路は25t重さ指定・4.1m高さ指定道路です。
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（２） トラック走行マネジメント 
１）大型トラック走行マネジメント 

① 施策の目的 

大型トラックは、トラック全体の１割程度で交通量は少ないですが、国際貨物輸送や幹

線貨物輸送等の重要な輸送を担っており、輸送トンキロでは約５割のシェアを占めていま

す。また、国土交通省の将来の交通需要推計では、車両大型化等の進展により、大型トラ

ックの走行台キロは増加傾向にあります。 
走行にあたっては、重さ指定道路（図４－６、７）や高さ指定道路※によって走行経路が

ある程度限定されますが、これら指定道路は十分にネットワークしていないのが現状とい

えます。 
したがって、大阪府全域を対象として、現在の指定道路のネットワークにおける問題点

を抽出した上で、指定道路のあり方を検討、立案し、大型トラックの走行円滑化、都市環

境の改善、交通安全性の向上等を図っていきます。 
② 施策の考え方 

大型トラックは、車両制限令※に定める最高限度を超えた特殊車両であり、特殊車両の通

行には道路管理者の通行許可が必要です。しかしながら、指定道路の現状としては、走行

実態との不整合をはじめ指定道路のネットワークが適切にマネジメントされていない等の

課題があります。 
そこで、大型トラックの走行に対するマネジメントとして、重さ指定道路のネットワー

ク整備のあり方と走行誘導方策を示します。 
なお、高さ指定道路については、トラック協会等の要望に沿って指定の検討がなされる

ことや抜本的な道路改築を伴うことがあるため、ここでは対象としていません。 
③ 施策の内容 

● 重さ指定道路のネットワーク整備のあり方 

ａ）高速道路 

高速道路は、基本的に供用されると重さ指定道路の指定がなされます。 
貨物車交通の円滑化に向けて、事業中及び計画中の高速道路である新名神高速道路、

第二京阪道路､淀川左岸線（延伸部含む）、阪神高速道路大和川線の追加指定による高速

道路のネットワークの充実が望まれます。 
 

【 表４－５：計画及び事業中の高速道路の役割 】 

高速道路名 計画及び事業中の高速道路の役割 整備予定時期 

新名神高速道路

・関西大環状道路を形成 

・国土軸の強化 

・大阪都心部に流入する通過交通を排除（名神・中国道） 

・災害時の緊急時の代替道路 

2018 年度 

（平成 30 年度）

第二京阪道路 
・大阪～京都間の連絡強化 

 

2009 年度 

（平成 21 年度）

淀川左岸線 

（延伸部含む）

・大阪都市再生環状道路を形成 

・大阪都心部に流入する通過交通を排除 

・第二京阪道路との接続により、臨海部と内陸部の連絡強化 

 

１期:2012 年度 

（平成 24 年度）

２期:2020 年度 

（平成 32 年度）

延伸部:未定 

阪神高速道路 

大和川線 

・大阪都市再生環状道路を形成 

・大阪都心部に流入する通過交通を排除 

・西名阪自動車道との接続により、臨海部と内陸部の連絡強化 

2014 年度 

（平成 26 年度）
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【 図４－６：大阪府の重さ指定道路（高速道路等） 】 

平成 20 年 4月 1日現在
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【 図４－７：大阪府の重さ指定道路（一般道路） 】 

平成 20 年 4月 1日現在
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ｂ）一般道路 

一般道路は、道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと道路管理者が

認めた上で、重さ指定道路がなされます。現在の重さ指定道路については、未指定道

路での大型トラックの通行や沿道環境上望ましくない路線の指定等の課題を有して

います。 
したがって、一般道路の重さ指定道路の妥当性について、以下の検証を行いました。 

 
○ 重さ未指定道路であるが追加指定が望ましい路線の抽出 
貨物車の輸送効率化と環境改善の視点から、重さ指定道路の追加指定が望ましい

路線を抽出します。 
 
 

 
 

 

○ 重さ指定道路であるが指定解除が望ましい路線 

重さ指定道路であるが、沿道土地利用が概ね住居系の２車線道路で、かつ近接して

重さ指定道路が並行して存在している路線を対象とし、重さ指定道路であるが指定解

除が望ましい路線を抽出します。 

 

 

重さ指定道路の追加指定が望ましい道路のうち、未だ指定されていない路線につい

ては、拡幅、橋梁補強等道路の構造の保全および交通の危険防止に関する措置を行っ

た後、順次指定の手続きを行っていきます。 

  

沿道が概ね 

工業・商業系の路線 

沿道が概ね 

住居系の路線

 
 

  
 
 

  

STEP２:環境改善の視点で検討対象路線を抽出 
STEP１で抽出した検討対象路線の中から、 
以下に該当する路線を抽出 
○ 沿道が概ね工業・商業系の路線 

追加指定が望ましい路線 

STEP１:輸送効率化の視点で検討対象路線を抽出
以下のいずれかに該当する路線を抽出 
①海上コンテナトレーラー車の交通量が多い路線 
②高速道路ＩＣへのアクセス路線 
③重さ指定道路間を直結する路線 
④府県間連絡道路 
⑤広域緊急交通路の重点１４路線 
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追加指定が望ましい路線 STEP1で抽出した検討対象路線のうち、STEP2で該当しない路線

環境改善
の視点
 （STEP2）

①
海上コンテナ
トレーラー車
の交通量が多い
路線

②
高速道路ICへのアク
セス路線

③
重さ指定道路間を直結
する路線

④
府県間連絡
道路

⑤
広域緊急交通路の
重点14路線

大
阪
府

大
阪
市

堺
市

国
土
交
通
省

海コン車の交通量
が100台／日以上
の路線（実態調
査）

新名神高速道路、第二
京阪道路、淀川左岸線
などへのアクセス路線

旧七放射三環状軸を構成
する路線又は軸相互を直
結する路線

普通貨物車交
通量が概ね
1,000台／日
以上又は事業
中路線

広域防災拠点、後方
支援活動拠点など重
要な防災拠点へのア
クセス路線

国道１７３号 国道176号～府県界 20.6 20.6 ○ 兵庫県 ○ ●

国道４２３号 国道173号～府県界 20.6 20.6 ○ 新名神 ○ 京都府 ○ 府県間 ○ ●

(主)大阪池田線 名神豊中IC～国道2号 1.9 2.6 4.5 ○ 大阪空港 ○ ●

(主)伊丹豊中線 大阪池田線～府県界 0.8 0.8 ○ 兵庫県 ○ ●

(一)伊丹池田線 国道171号～国道176号 2.7 2.7 ○ 北阪神軸 ○ 兵庫県 ○ ●

(一)西宮豊中線 大阪池田線～府県界 0.5 0.5 ○ 兵庫県

国道４２３号 国道479号～梅新東 0.8 5.8 6.6 ○ 新名神,淀川左岸線 ○ 服部緑地 ○ ●

(都)高槻東道路 新名神高槻IC～大阪高槻京都線 3.9 3.9 ○ 新名神 ○ ●

(主)茨木摂津線 新名神茨木北IC～茨木亀岡線 2.0 2.0 ○ 新名神 ○ ●

(主)茨木亀岡線 茨木摂津線～国道171号 5.0 5.0 ○ 新名神 ○ ●

(主)大阪高槻京都線 須賀前島線～国道171号 4.0 4.0 ○ 新名神 ○ ●

府県界～国道171号 3.4 3.4 ○ 兵庫県 ○ 府県間,大阪空港 ○ ●

国道１７６号 大阪国際空港線～国道479号 5.5 5.5 ○ 府県間,大阪空港 ○ ●

国道479号～梅田新道 2.3 5.7 8.0 ○ 府県間,大阪空港 ○ ●

(主)大阪中央環状線 淀川渡河部（鳥飼大橋） 4.0 4.0 ○ 113台 ○ 中央環状軸 ○ 北大阪ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ ○ ●

(主)大阪生駒線 国道170号～府県界 5.8 5.8 ○ 京奈和 ○ 奈良県 ○ 鶴見緑地 ○ ●

(主)京都守口線 国道170号～府県界 9.5 9.5 ○ 京都府

(主)枚方山城線 国道307号～府県界 1.1 1.1 ○ 京都府

(一)交野久御山線 国道307号～府県界 3.4 3.4 ○ 京都府

大阪府道路公社 国道３０８号（第二阪奈有料道路） 国道170号～府県界 3.8 3.8 ○ 奈良県 ○ ●

国道４７９号 国道25号～国道309号 2.3 2.3 ○ 都心環状軸 ○ ●

(主)大阪生駒線 国道1号～大阪中央環状線 4.3 4.3 ○ 鶴見緑地 ○ ●

(市)築港深江線 国道25号～国道479号 5.3 5.3 ○ 608台 ○ ●

国土交通省 国道１号ＢＰ（第二京阪道路側道） 大阪中央環状線～府県界 18.0 18.0 ○ 第二京阪 ○ ●

国道３０９号 国道170号～府県界 13.1 13.1 ○ 奈良県 ○ ●

国道３７１号ＢＰ（大阪橋本道路） 現国道371号～府県界 4.9 4.9 ○ 京奈和 ○ 和歌山県 ○ ●

(主)美原太子線 大阪中央環状線～国道170号 5.7 5.7 ○ 南阪奈軸 ○ ●

(主)堺大和高田線 大阪中央環状線～府県界 7.0 7.0 ○ 南阪奈軸 ○ 奈良県

(都)堺松原線 国道309号～大阪狭山線 2.1 2.1 ○ 阪高大和川線

鳳 国道４８０号 国道170号～府県界 9.8 9.8 ○ 京奈和 ○ 和歌山県 ○ ●

(主)岸和田牛滝山貝塚線 大阪臨海線～国道170号 9.8 9.8 ○ 阪和道,阪高湾岸線 ○ 湾岸軸～中央環状軸 ○ ●

(主)泉佐野岩出線 国道26号～府県界 6.7 6.7 ○ 京奈和 ○ 和歌山県 ○ ●

(主)泉佐野打田線 国道170号～府県界 10.4 10.4 ○ 和歌山県

堺市 (市)八幡三宝線 阪高大和川線三宝R～大阪臨海線 0.1 0.1 ○ 阪高大和川線 ○ ●

国土交通省 国道２６号ＢＰ（第二阪和国道） 東鳥取南海線～府県界 6.2 6.2 ○ 阪和道 ○ 和歌山県 ○ ●

大阪府管理道路 159.9 １９路線１９区間　　１２５．９ｋｍ

大阪市管理道路 22.6 　６路線　６区間　　　２２.６ｋｍ

堺市管理道路 0.1 　１路線　１区間　　　　０.１ｋｍ

国土交通省管理道路 38.8 　３路線　５区間　　　３８.８ｋｍ

計 221.4 ２５路線２８区間　　１８７．４ｋｍ

※北部地域：淀川以北の地域 　　　○重さ指定道路であるが指定解除が望ましい路線（１路線１区間） ※この施策は、財政状況等において見直されるものであり、
　中部地域：大和川と淀川で挟まれる地域 　　　　（主）堺大和高田線（区間：国道２６号～大阪中央環状線） 　目標年次に全て整備されるものではありません。
　南部地域：大和川以南の地域 　　　　　※　阪神高速道路大和川線の開通後、指定解除の検討を実施　

大阪市

中
部
地
域

富田林

追加指定が望ましい路線

南
部
地
域

合　　計

枚方

岸和田

北
部
地
域

池田

茨木

国土交通省

輸送効率化の視点
（STEP1）

道路管理者 追加指定
が望まし
い路線沿道が概ね

工業・商業系
の路線

地
域

土
木
事
務
所
等

区間延長
（km）

検討対象路線
 （STEP1で抽出した路線）

路線名 区　　間
合
計

【 表４－６：重さ指定道路の追加指定が望ましい路線（２５路線２８区間） 】 

平成 21 年 4月 1日
追加指定予定 
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【 図４－８：重さ指定道路の追加指定が望ましい路線（高速道路等） 】

※大阪府道路公社所管道路（箕面・鳥飼仁和寺大橋・第二阪奈・南阪奈・堺泉北有料道路）を含む。 
※この施策は、財政状況等に応じて見直されるものであり、目標年次に全て整備されるものではありません。 

平成 20 年 4月 1日現在 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図４－８：重さ指定道路の追加指定が望ましい路線（一般道路） 】 

※この施策は、財政状況等に応じて見直されるものであり、 
目標年次に全て整備されるものではありません。 

（注：堺大和高田線については、指定解除検討対象路線とする）

平成 20 年 4月 1日現在 
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２）中型トラック走行マネジメント 

① 施策の目的 

中型トラック（積載量３t以上１０ｔ未満）は、台数ではトラック全体の約１割強ですが、
都市内の工場、倉庫、物流センター間の中間輸送等を担っており、輸送トンキロでは約３

割のシェアを占めています。また、国土交通省の将来の交通需要推計では、車両の大型化

等の進展により、走行台キロは増加傾向にあります。 
中型トラックは、幹線道路を中心に走行していますが、生活道路や狭幅員道路を走行する

場合、交通渋滞、沿道環境、交通安全面での問題が懸念されます。 
ここでは、物流施設が集積する地域を対象として、中型トラックの走行経路について、「走

行誘導が望ましい路線」等を抽出した上で、走行誘導や通過交通抑制に向けたハード、ソ

フト施策を検討、立案し、中型トラックの走行円滑化、都市環境の改善、交通安全性の向

上等を図っていきます。 

② 施策の考え方 

物流施設が集積している「北大阪地域」、「東大阪地域」、「大阪空港地域」、「大阪港・堺泉

北港地域」、「関空りんくう地域」の５つの地域（Ｐ．４０を参照）を対象として、「走行誘

導が望ましい路線（４車線以上の路線）」、「走行誘導が望ましい路線へのアクセス路線（普

通貨物車交通量が２,０００台/日以上で歩道設置済みの２車線の路線で沿道が概ね工業・商
業系の路線）」を選定し、一般道路ネットワークの整備のあり方と走行誘導方策を示します。 

③ 施策の内容 

● 一般道路ネットワークの整備のあり方 

ａ）整備が望ましい箇所の選定 

渋滞が著しい箇所または沿道環

境が悪いと考えられる箇所を整

備が望ましい箇所とし、財政状況

を見ながら、整備計画などに盛り

込むこととします。 
 
 
ｂ）整備が望ましい路線の選定 

走行円滑化において極めて重要

な路線または沿道が概ね工業系、

商業系の路線を整備が望ましい

箇所とし、財政状況を見ながら、

整備計画などに盛り込むことと

します。 
 

 
STEP１：輸送効率化の視点で検討対象路線を抽出

以下のいずれかに該当する路線を抽出 
① 高速道路ＩＣへのアクセス路線 
② 物流拠点へのアクセス路線 

ＳＴＥＰ2：輸送効率化の視点で抽出した路線のうち、
①かつ②の路線及び沿道が概ね工業・商業
系の路線を抽出 

整備が望ましい路線 

走行円滑化において 

極めて重要な路線又は、 

沿道が概ね 

工業・商業系の路線 

 
STEP１：輸送効率化の視点で検討対象箇所を抽出

以下のいずれかに該当する箇所を抽出 
① 主要渋滞ポイント 
② するっと交差点対策箇所 

STEP２：輸送効率化の視点で抽出した箇所のうち、①
かつ②の箇所及び以下の①～③のいずれか
に該当する箇所を抽出 

  ① 騒音要請限度超過箇所 

② 大気（NOｘ）環境保全目標未達成箇所 
③ 事故危険箇所 

渋滞が著しい箇所又は、 
沿道環境が悪いと考え 
られる箇所 

整備が望ましい箇所 
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○ 走行の誘導が望ましい路線（４車線以上の路線） 
国道１７０号、国道１７１号、国道４２３号、国道４７９号、（主）大阪中央環状線、（主）大阪高槻京都線、（主）茨木摂津線、（主）茨木亀
岡線、（一）沢良宜東千里丘停車場線、（仮）高槻東道路 

○ 走行の誘導が望ましい路線へのアクセス路線（普通貨物車交通量が２，０００台／日以上で歩道設置済みの２車線の路線） 
(主)大阪高槻京都線、(主)大阪高槻線、(一)枚方茨木線、(都)茨木寝屋川線、(都)十三高槻線 

 
 

【 表４－７：一般道路の整備が望ましい箇所及び路線（北大阪地域）】 

１）箇所対応：３箇所（３路線）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
２）路線対応：４路線（４区間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

：整備の望ましい箇所（大阪府管理道路） 

：整備の望ましい路線（大阪府管理道路） 

＜北大阪地域における特性と一般道路ネットワーク整備のあり方＞ 
 （特性） 

○ 国土軸上にあり、幹線貨物輸送に適した地域 
○ 北大阪トラックターミナル、大阪府中央卸売市場、大阪貨物ターミナル駅、吹田貨物駅（仮称）等の広域的かつ大規模な物流拠点が集積 
○ 比較的規模の大きい企業、事業所が集積（化学、電気、機械関係のシェアが高い） 
○ 貨物流動は、大阪府外との流動が主 
○ 幹線道路網は、東西、南北方向とも疎 

（一般道路ネットワーク整備のあり方） 
◎ 幹線貨物輸送の円滑化に向けた国幹道（名神高速道路、新名神高速道路、中国自動車道）へのアクセス強化 
※ 名神高速道路の貨物車交通量（H17：4.6 万台） ⇒ 名神・新名神高速道路の将来交通量（H42：約 6.9 万台→1.5 倍の伸び） 

環境改善の視点
（STEP2）

路線名 区間
①

高速道路ICへの
アクセス路線

②
物流拠点への
アクセス路線

沿道が概ね
工業・商業系
の路線

(仮)高槻東道路 新名神高槻IC～大阪高槻京都線
○

（高槻ＩＣ）
○ ●

(主)大阪高槻京都線 須賀前島線～国道171号
○

（高槻ＩＣ）
○

（北大阪ＴＴ）
○ ●

(主)茨木摂津線 新名神茨木北IC～茨亀亀岡線
○

（茨木北ＩＣ）
○ ●

(主)茨木亀岡線 茨木摂津線～国道171号
○

（茨木北ＩＣ）
○ ●

(主)大阪高槻京都線 穴田川水路～正雀一津屋線
○

（北大阪ＴＴ）

(都)豊中岸部線 国道423号～（都）十三高槻線
○

（吹田Ｔ）

(都)茨木寝屋川線 阪急茨木駅総持寺線～（都）茨木鮎川線
○

（北大阪ＴＴ）

(都)十三高槻線 佐井寺片山高浜線～穴田川水路
○

（北大阪ＴＴ）

検討対象路線
（STEP1で抽出した路線）

輸送効率化の視点
（STEP1 ） 整備が

望ましい
路線

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い

路
線
へ
の
ア
ク
セ
ス
路
線

（
２
車
線
の
路
線

）

土
木
事
務
所
等

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い
路
線

（
４
車
線
以
上
の
路
線

）

茨
木

茨
木

路線名 箇所

①
主要渋滞
ポイント

②
するっと
交差点
対策箇所

①
騒音要請
限度超過

②
大気（NOX）

環境保全
目標未達成

③
事故危険
箇所

国道１７０号 八丁畷交差点 ○ ○ ●

国道４２３号 新千里東町1丁目交差点 ○ ○ ●

（一）沢良宜東千里丘停車場線 高浜町東交差点 ○ ●

国道４７９号 内本町交差点 ○

下穂積2丁目西交差点 ○

若草町交差点 ○

沢良宜交差点 ○

（主）大阪高槻京都線 流通センター入口交差点 ○

（主）茨木摂津線 みのり橋南交差点 ○

国
交
省

国道１７１号 西河原西交差点 ○

高西南交差点 ○

一津屋交差点 ○

（主）大阪高槻京都線 西駅前交差点 ○

（主）大阪高槻線

検討対象箇所
（STEP1で抽出した箇所）

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い

路
線
へ
の
ア
ク
セ
ス
路
線

（
２
車
線
の
路
線

）

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い
路
線

（
４
車
線
以
上
の
路
線

）

土
木
事
務
所
等

茨
木

茨
木

（主）大阪中央環状線

整備が
望ましい
箇所

輸送効率化の視点
（STEP1）

環境改善の視点
（STEP2）
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【 図４－９：整備が望ましい箇所、路線（北大阪地域） 】 

 

 
（主）茨木摂津線

（主）茨木亀岡線

新千里東町１交差点 

高浜町東交差点

（主）大阪高槻京都線

八丁畷交差点

（仮）高槻東道路
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○ 走行の誘導が望ましい路線（４車線以上の路線） 
国道１号ＢＰ（第二京阪道路側道）、国道１６３号、国道１７０号、国道３０８号、国道４７９号、（主）大阪中央環状線、（都）千里丘寝屋川
線、（都）寝屋川大東線、（都）大阪楽音寺線 

○ 走行の誘導が望ましい路線へのアクセス路線（普通貨物車交通量が２，０００台／日以上で歩道設置済みの２車線の路線） 
国道２５号、(主)大阪中央環状線（旧）、(主)八尾枚方線、(主)大阪生駒線、(主)大阪東大阪線 

 

 

１）箇所対応：６箇所（３路線） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

２）路線対応：３路線（３区間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

：整備の望ましい箇所（大阪府管理道路） 

＜東大阪地域における特性と一般道路ネットワーク整備のあり方＞ 

：整備の望ましい路線（大阪府管理道路） 

【 表４－８：一般道路の整備が望ましい箇所及び路線（東大阪地域）】 

 （特性） 
○ 国土軸に比較的近く、大阪市に隣接する地域であり、広域交通と地域交通が輻輳する地域 
○ 東大阪トラックターミナル、東大阪流通センター等の広域的かつ大規模な物流拠点が立地 
○ 比較的規模の小さい企業、事業所の集積（電気、機械、情報通信、金属製品のシェアが高い）  
○ 貨物流動は、地域内や大阪府内の流動が主（約７割） 
○ 幹線道路網は、南北方向は密であるが、東西方向は疎 

（一般道路ネットワーク整備のあり方） 

◎ 中小の事業所が集積する地域における貨物輸送の円滑化に向けた東西方向をはじめとする地域内幹線道路の整備 
（東西方向については、ボトルネック解消等の箇所整備のみですが、将来的には４車線以上の路線整備が望まれます。） 

路線名 箇所

①
主要渋滞
ポイント

②
するっと
交差点
対策箇所

①
騒音要請
限度超過

②
大気（NOX）

環境保全
目標未達成

③
事故危険
箇所

（主）大阪中央環状線 意岐部東交差点 ○ ○ ●

国道170号 被服団地前交差点 ○

（主）大阪中央環状線 寺島ポンプ場前西・東交差点 ○

（一）大阪八尾線 寿町1交差点 ○

国
交
省
国道163号 巣本交差点 ○

楠見橋交差点 ○ ○ ●

菱江交差点 ○ ○ ●

八戸ノ里駅前交差点 ○ ○ ●

宝持交差点 ○ ○ ○ ●

太子堂交差点 ○ ●

（主）大阪中央環状線（旧） 茨田浜交差点 ○

長田橋南交差点 ○

佐堂町・佐堂東交差点 ○

（主）八尾枚方線 河内中野南交差点 ○

赤井交差点 ○

（主）大阪生駒線 深野南交差点 ○

（主）大阪東大阪線 六万寺交差点 ○

輸送効率化の視点
（STEP1）

検討対象箇所
（STEP1で抽出した箇所）

環境改善の視点
（STEP2）

整備が
望ましい
箇

（主）八尾枚方線

（主）大阪中央環状線（旧）

土
木
事
務
所
等

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い
路
線

（
４
車
線
以
上
の
路
線

）

八
尾

八
尾

環境改善の視点
(STEP2)

路線名 区間
①

高速道路ICへの
アクセス路線

②
物流拠点への
アクセス路線

沿道が概ね
工業・商業系
の路線

(都)千里丘寝屋川線 国守黒原線～市界 ○ ○ ○ ●

(都)寝屋川大東線 市界～第二京阪道路 ○ ○ ○ ●

(都)大阪楽音寺線 大阪中央環状線～国道170号 ○

(都)大阪瓢箪山線 大阪中央環状線～国道171号 ○

国
交
省

国道１号ＢＰ
（第二京阪道路側道）

枚方東IC～門真JCT ○ ○ ●

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い
路
線

（
４
車
線
以
上
の
路
線

）

枚
方

八
尾

輸送効率化の視点
（STEP1 ）

土
木
事
務
所
等

整備が
望ましい
路線

検討対象路線
（STEP1で抽出した路線）
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【 図４－１０：整備が望ましい箇所、路線（東大阪地域） 】 

（都）千里丘寝屋川線
（都）千里丘寝屋川線

（都）寝屋川大東線

国道１号ＢＰ 
（第二京阪道路側道） 

（国交省） 

楠見橋交差点 

菱江交差点 

八戸ﾉ里駅前交差点 意岐部東交差点

宝持交差点

太子堂交差点
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＜大阪空港地域における特性と一般道路ネットワーク整備のあり方＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 
○ 走行の誘導が望ましい路線（４車線以上の路線） 
国道１７１号、国道４７９号、（主）大阪中央環状線、（主）大阪池田線 

○ 走行の誘導が望ましい路線へのアクセス路線（普通貨物車交通量が２，０００台／日以上で歩道設置済みの２車線の路線） 
国道１７６号、(主)伊丹豊中線 

 

 

【 表４－９：一般道路の整備が望ましい箇所及び路線（大阪空港地域）】 

 

１）箇所対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）路線対応 

 
 

該当箇所なし 

 （特性） 
○ 国土軸上にあり、幹線貨物輸送に適した地域 
○ 大阪国際空港が立地 
○ 比較的規模の小さい企業、事業所が集積（輸送用機械器具のシェアが約５割） 
○ 貨物流動は、大阪府外との流動が主（約５割） 
○ 幹線道路網は、東西、南北方向とも疎 

（目指すべき整備の方向性） 
◎ 大阪府発着の国内航空貨物のシェアが高い大阪国際空港や国幹道（中国自動車道）へのアクセス強化 

路線名 箇所

①
主要渋滞
ポイント

②
するっと
交差点
対策箇所

①
騒音要請
限度超過

②
大気（NOX）

環境保全
目標未達成

③
事故危険
箇所

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い

路
線
へ
の
ア
ク
セ
ス
路
線

（
２
車
線
の
路
線

）

国
交
省

国道176号 井口堂交差点 ○

環境改善の視点
（STEP2）

土
木
事
務
所
等

整備が
望ましい
箇所

輸送効率化の視点
（STEP1）

検討対象箇所
（STEP1で抽出した箇所）
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２９ 

【 図４－１１：整備が望ましい箇所、路線（大阪空港地域） 】 
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＜大阪港・堺泉北港地域における特性と一般道路ネットワーク整備のあり方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 走行の誘導が望ましい路線（４車線以上の路線） 

国道２６号、（主）大阪中央環状線、（主）堺狭山線、（主）泉大津美原線、（主）大阪臨海線、（都）常盤浜寺線、（市）八幡三宝線 
○ 走行の誘導が望ましい路線へのアクセス路線（普通貨物車交通量が２，０００台／日以上で歩道設置済みの２車線の路線） 

なし 

 

【 表４－１０：一般道路の整備が望ましい箇所及び路線（大阪港・堺泉北港地域）】 
 
１）箇所対応 

路線名 箇所

①
主要渋滞
ポイント

②
するっと
交差点
対策箇所

①
騒音要請
限度超過

②
大気（NOX）

環境保全
目標未達成

③
事故危険
箇所

（主）大阪臨海線 松ノ浜西交差点 ○

（主）泉大津美原線 葛の葉町北交差点 ○

整備が
望ましい
箇所

輸送効率化の視点
（STEP1）

環境改善の視点
（STEP2）

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い
路
線

（
４
車
線
以
上
の
路
線

）

鳳

検討対象箇所
（STEP1で抽出した箇所）

土
木
事
務
所
等

 
 
 
 
 
 
２）路線対応：１路線（１区間） 

環境改善の視点
(STEP2)

路線名 区間
①

高速道路ICへの
アクセス路線

②
物流拠点への
アクセス路線

沿道が概ね
工業・商業系
の路線

(市)八幡三宝線 阪神高速大和川線三宝Ｒ～大阪臨海線 ○ ○ ○ ●

(都)常盤浜寺線 大阪臨海線～(都)並松浜寺南町線 ○

検討対象路線
（STEP1で抽出した路線）

輸送効率化の視点
（STEP1 ） 整備が

望ましい
路線

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い
路
線

（
４
車
線
以
上
の
路
線

）

堺
市

土
木
事
務
所

 
 
 
 
 

 （目指すべき整備の方向性） 
◎ 大規模工場の立地等による取扱い貨物量の増加が期待できる大阪港、堺泉北港、阪南港へのアクセス強化 

 （特性） 
○ 大阪湾臨海部の中央部に位置する地域 
○ 大阪港、堺泉北港、阪南港が立地 
○ 比較的規模の小さい企業、事業所が集積（石油石炭製品、化学、機械、鉄鋼のシェアが高い） 
○ 貨物流動は、地域内や大阪府内の地域内流動が主（約７割） 
○ 幹線道路網は、湾岸方向は密であるが内陸方向は疎 

：整備の望ましい路線（大阪府以外の管理道路） 
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注）大阪港周辺地域については、一般道路ネットワークの整備が既になされており、
整備が望ましい箇所及び路線が存在しないため、表示していない。 

【 図４－１２：整備が望ましい箇所、路線（大阪港・堺泉北港地域） 】 

阪南２区 

堺２区

（市）八幡三宝線
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＜関空りんくう地域における特性と一般道路ネットワーク整備のあり方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 走行の誘導が望ましい路線（４車線以上の路線） 
国道２６号、国道１７０号、国道４８１号、（主）大阪臨海線、（主）岸和田牛滝山貝塚線、（主）泉佐野岩出線、（主）大阪和泉泉南線 

○ 走行の誘導が望ましい路線へのアクセス路線（普通貨物車交通量が２，０００台／日以上で歩道設置済みの２車線の路線） 
(一)土丸栄線 

 
 

【 表４－１１：一般道路の整備が望ましい箇所及び路線（関空りんくう地域）】 

１）箇所対応 

 
該当箇所なし 

 
 
２）路線対応：２路線（２区間） 

環境改善の視点
(STEP2)

路線名 区間
①

高速道路ICへの
アクセス路線

②
物流拠点への
アクセス路線

沿道が概ね
工業・商業系
の路線

国道１７０号 水間和泉橋本線～(都)大阪岸和田南海線 ○ ○ ○ ●

(主)大阪和泉泉南線 国道170号～市町界 ○ ○ ●

整備が
望ましい
路線

路線抽出項目
（STEP1）

検討対象路線
（STEP1で抽出した路線）

岸
和
田

走
行
の
誘
導
が
望
ま
し
い
路
線

（
４
車
線
以
上
の
路
線

）

土
木
事
務
所

 
 

 （特性） 
○ 大阪湾臨海部の南部に位置する地域 
○ 関西国際空港、りんくうタウンが立地 
○ 比較的規模の小さい企業、事業所が集積（食料品製造のシェアが約５割） 
○ 貨物流動は、大阪府内、大阪府外との流動が主（それぞれ約４割） 
○ 幹線道路網は、湾岸方向は密であるが内陸方向は疎 

（目指すべき整備の方向性） 
◎ 完全２４時間３６５日化対応による国際貨物取扱い量の増加が期待できる関西国際空港へのアクセス強化 

：整備の望ましい路線（大阪府管理道路） 
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 【 図４－１３：整備が望ましい箇所、路線（関空りんくう地域） 】 
 

 

関空Ⅱ期 

国道１７０号（主）大阪和泉泉南線 
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＜まとめ＞ 

１）箇所対応：９箇所 

  
 

【 表４－１２：一般道路の整備が望ましい箇所 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

：整備の望ましい箇所（大阪府管理道路）
※この施策は、財政状況等に応じて見直されるものであり、
目標年次に全て整備されるものではありません。 

路線名 箇所

①
主要渋滞
ポイント

②
するっと
交差点
対策箇所

①
騒音要請
限度超過

②
大気（NOX）

環境保全
目標未達成

③
事故危険
箇所

国道１７０号 八丁畷交差点 ○ ○ ●

国道４２３号 新千里東町1丁目交差点 ○ ○ ●

（一）沢良宜東千里丘停車場線 高浜町東交差点 ○ ●

国道４７９号 内本町交差点 ○

下穂積2丁目西交差点 ○

若草町交差点 ○

沢良宜交差点 ○

（主）大阪高槻京都線 流通センター入口交差点 ○

（主）茨木摂津線 みのり橋南交差点 ○

高西南交差点 ○

一津屋交差点 ○

（主）大阪高槻京都線 西駅前交差点 ○

国道１７１号 西河原西交差点 ○

国道176号 井口堂交差点 ○

楠見橋交差点 ○ ○ ●

菱江交差点 ○ ○ ●

（主）大阪中央環状線 意岐部東交差点 ○ ○ ●

八戸ノ里駅前交差点 ○ ○ ●

宝持交差点 ○ ○ ○ ●

太子堂交差点 ○ ●

国道170号 被服団地前交差点 ○

（主）大阪中央環状線 寺島ポンプ場前西・東交差点 ○

（一）大阪八尾線 寿町1交差点 ○

（主）大阪中央環状線（旧） 茨田浜交差点 ○

長田橋南交差点 ○

佐堂町・佐堂東交差点 ○

（主）八尾枚方線 河内中野南交差点 ○

赤井交差点 ○

（主）大阪生駒線 深野南交差点 ○

（主）大阪東大阪線 六万寺交差点 ○

国交省 国道163号 巣本交差点 ○

（主）大阪臨海線 松ノ浜西交差点 ○

（主）泉大津美原線 葛の葉町北交差点 ○

（主）八尾枚方線

（主）大阪中央環状線（旧）

土
木
事
務
所
等

南
部

地
域

地
域

国交省

茨木

八尾

鳳

環境改善の視点
（STEP2） 整備が

望ましい
箇所

（主）大阪高槻線

（主）大阪中央環状線

輸送効率化の視点
（STEP1）

検討対象箇所
（STEP1で抽出した箇所）
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２）路線対応：１１路線 

 
 

【 表４－１３：一般道路の整備が望ましい路線 】 

環境改善の視点
（STEP2）

路線名 区間
①

高速道路ICへの
アクセス路線

②
物流拠点への
アクセス路線

沿道が概ね
工業・商業系
の路線

(仮)高槻東道路 新名神高槻IC～大阪高槻京都線 3.9
○

（高槻ＩＣ）
○ ●

(主)大阪高槻京都線 須賀前島線～国道171号 2.5
○

（高槻ＩＣ）
○

（北大阪ＴＴ）
○ ●

(主)茨木摂津線 新名神茨木北IC～茨亀亀岡線 1.9
○

（茨木北ＩＣ）
○ ●

(主)茨木亀岡線 茨木摂津線～国道171号 4.8
○

（茨木北ＩＣ）
○ ●

(主)大阪高槻京都線 穴田川水路～正雀一津屋線
○

（北大阪ＴＴ）

(都)豊中岸部線 国道423号～（都）十三高槻線
○

（吹田Ｔ）

(都)茨木寝屋川線 阪急茨木駅総持寺線～（都）茨木鮎川線
○

（北大阪ＴＴ）

(都)十三高槻線 佐井寺片山高浜線～穴田川水路
○

（北大阪ＴＴ）

(都)千里丘寝屋川線 国守黒原線～市界 1.4
○

（第二京阪道
路）

○
（北大阪ＴＴ）

○ ●

(都)寝屋川大東線 市界～第二京阪道路 1.0
○

（第二京阪道
路）

○
（北大阪ＴＴ）

○ ●

(都)大阪楽音寺線 大阪中央環状線～国道170号 3.7 ○ ○

(都)大阪瓢箪山線 大阪中央環状線～国道171号 ○

国
交
省

国道１号ＢＰ
（第二京阪道路側道）

枚方東IC～門真JCT 17.6
○

（第二京阪道
路）

○ ●

国道１７０号 水間和泉橋本線～(都)大阪岸和田南海線 3.3
○

（関空連絡道）
○

（関西空港）
○ ●

(主)大阪和泉泉南線 国道170号～市町界 1.5
○

（関空連絡道）
○

（関西空港）
○ ●

(市)八幡三宝線 阪神高速大和川線三宝Ｒ～大阪臨海線 0.1
○

（阪神高速大
和川線）

○
（堺泉北港）

○ ●

(都)常盤浜寺線 大阪臨海線～(都)並松浜寺南町線 ○

中
部
地
域 八

尾

枚
方

岸
和
田

検討対象路線
（STEP1で抽出した路線）

区間
延長
（km）

輸送効率化の視点
（STEP1 ）

整備が
望ましい
路線

茨
木

南
部
地
域

堺
市

地
域

土
木
事
務
所
等

北
部
地
域

：整備の望ましい路線（大阪府管理道路）

：整備の望ましい路線（大阪府以外の管理道路）

※この施策は、財政状況等に応じて見直されるものであり、
目標年次に全て整備されるものではありません。 
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【 図４－１４：一般道路の整備が望ましい箇所及び路線 】 
 

※この施策は、財政状況等に応じて見直されるものであり、 
目標年次に全て整備されるものではありません。 
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３）走行誘導方策 

貨物車交通を適切に誘導するための規制、情報提供や啓発活動等のソフト面の施策の検討

を行います。下表に示す走行誘導方策を実行可能なものから実施していきます。 
このような走行誘導方策が効果を発揮するためには、規制や情報提供等の行政サイドから

のアプローチに加え、トラック運転手の意識や行動の変化が必要不可欠です。 
近年、我が国ではモビリティ・マネジメント（ＭＭ）という、一人一人のモビリティ（移

動）が社会にも個人にも望ましい方向に自発的に変化することを促すコミュニケーション

を中心とした交通施策が導入され始めています。 
そこで、トラックの望ましい走行誘導に向けて、規制や情報提供等を一方的に行うのでは

なく、どういう問題があり、解決するために何をしないといけないのか、また具体的には

どういう行動をとるべきなのかということについて、双方向のコミュニケーションの場を

通じて、トラック運転手等の自発的な変化を促すＭＭの取り組みを進めることとします。 
【 表４－１４：走行誘導方策 】 

分   類 走行誘導方策 

ａ-1：重さ指定道路の追加指定、指定解除（重さ指定） 
ａ） 走行規制関連 

ａ-2：車両制限（重さ規制、時間規制等）の設定 

ｂ-1：モーダルシフトの促進 
ｂ） 総量抑制関連 

ｂ-2：共同集配送・幹線共同輸送の促進 

ｃ-1：高速道路の有効活用（貨物車料金施策の導入、スマートＩＣ※の設置等） 

ｃ-2：時間帯の有効活用（オフピーク利用の促進） ｃ） 利便性向上関連 

ｃ-3：走行帯の有効活用（貨物車優先レーンの設置） 

ｄ-1：物流マップ（トラック運転手用地図）の普及 

ｄ-2：カーナビ・携帯端末の活用（トラック用カーナビ等の開発） ｄ） 情報提供関連 

ｄ-3：道路情報板等の設置（走行誘導路線の表示等） 

上記の貨物交通に対するマネジメント施策のほか、旅客交通の対策をあわせて講じていく必要があります。 

  
 
〔対象者〕 

運送事業所のトラック運転手等 
 

〔実施方法〕 

 

＜ＳＴＥＰ１＞ 貨物車交通行動（走行経路、所要時間等）をアンケートにて把握 

 

 

＜ＳＴＥＰ２＞ 貨物車交通行動に係る情報の提供 ＋ 協力依頼 

・現在の交通行動の問題点（交通渋滞、交通事故、環境負荷等）の指摘 

・望ましい交通行動に係る情報（指定道路、車両制限、オフピーク利用等）の提供 

（物流マップの普及、カーナビ等の活用） 

 

 

＜ＳＴＥＰ３＞ 望ましい交通行動の実施 ＋ 実践行動に係るアンケート 

 

 

＜ＳＴＥＰ４＞ 望ましい交通行動に対するフィードバック（交通行動に対する評価） 

 

【 図４－１５：トラック運転手等に対するモビリティ・マネジメントのイメージ 】 
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   ａ）走行規制関連 

ａ-１：重さ指定道路の追加指定、指定解除（重さ指定） 
重さ未指定道路のうち追加指定が望ましい路線について、優先度の高いものから順次、

追加指定を行います。また、重さ指定道路のうち指定解除が望ましい路線について、適

宜適切に指定解除を行い、大型トラックの走行誘導を図ります。 
   ａ-２：車両制限（重さ規制、時間規制等）の設定 

沿道住居系の生活道路等において、重さ規制（総重量３～８ｔ未満のみ通行可）、通

行時間規制（○○時～△△時のみ車両通行可）を行い、トラックの走行を一部抑制する

ことにより、都市環境の改善を図ります。 
なお、規制の設定、解除にあたっては、地域内の渋滞緩和、都市環境の改善に留意し

ながら、貨物輸送の効率化を目指すこととします。 
 
 

 
【 図４－１６：重さ指定道路の標示 】      【 図４－１７：車両制限標示 】 

 
ｂ）総量抑制関連 

グリーン物流パートナーシップ推進事業等を活用しながら、輸送手段の変更、物流シス

テムの合理化等により、貨物車交通量の総量削減を図ります。 
ｂ-１：モーダルシフトの促進 

幹線貨物輸送の輸送手段をトラックから海運や鉄道に変更することで貨物車交通量

の総量を削減し、ＣＯ2排出量の抑制、輸送効率の向上、道路混雑の解消が図られます。 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
【 図４－１８：モーダルシフトのイメージ 】 

指定道路内であることを示す標識 大型貨物自動車等通行止め 重さ制限 

 

モーダルシフト 
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【 図４－１９：京阪神都市圏におけるモーダルシフトのねらい（輸送ＯＤ※・輸送品目） 】 

 

 

ｂ-２：共同集配送・幹線共同輸送の促進 
地区内の集配送において、複数の業者が共同集配送センターに集荷し、センター～目

的施設を１台のトラックで複数業者の荷物を集配送することで地区内を走行するトラ

ックの交通量を削減し、輸送の効率化、道路混雑の解消が図られます。 
現在、顧客の在庫の軽減とコスト縮減に向けて、各地の物流事業者が連携し、フラン

チャイズ方式で荷物を輸送するジャストインタイム納品の取り組みが始まっています。

これは、チャーター便の安全性・時間指定の効率性に、路線便の利便性・経済性を兼ね

備えた輸送方法であり、従来の物流業界の常識を覆した取り組みです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図４－２０：共同集配送のイメージ 】 

メーカー・問屋等 店舗 

共同集配送システム実施前 

共同集配送 

センター 

メーカー・問屋等 店舗 

共同集配送システム実施後 

九州 
北海道 
東北 
関東 

［可能性のある主な輸送品目］

金属機械工業品 

軽工業品 

［可能性のある主な輸送品目］ 

金属機械工業品 

軽工業品 
京阪神
都市圏

［可能性のある輸送ＯＤ］ ［可能性のある輸送ＯＤ］
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ｃ）利便性向上関連 

ｃ-１：高速道路の有効活用（貨物車料金施策の導入、スマートＩＣの設置等） 
貨物車料金施策、スマートＩＣ※等の高速道路の有効活用により、トラックの高速道

路利用を促進し、輸送の効率化、一般道路の混雑解消や沿道環境の改善を図ります。 
○ 貨物車料金施策の導入 
大型車に対する特定区間の料金割引制度等、高速道路の料金体系の弾力的な運用によ

って利用促進が図られるよう、高速道路会社と調整を行っていきます。 
特に関西では、多様な有料主体が存在し対距離制と均一料金が混在する複雑な道路体系

であるため、各種の料金割引社会実験の結果や物流の商慣行を十分に踏まえた上で、さら

に貨物車の利用促進に向けた割引の拡充が望まれます。 
一方、高速道路利用へのインセンティブとなるべきＥＴＣ割引の認知度を見ると、「深

夜割引」で５７％、「早朝夜間割引」で５２％、「通勤割引」で４０％、「大口多頻度割引」

で３８％、「ＥＴＣ社会実験」で２５％となっており、ＥＴＣ割引の認知度を向上し、高

速道路利用を促進することが必要です（図４－２１）。 
また、ＥＴＣ割引を利用している事業所では、１３％がＥＴＣ割引実験後に輸送に変化

が生じており、変化の内容は「利用区間を延長・変更」が４３％、「割引時間帯での高速

道路利用に変更」が３８％、「一般道路から高速道路利用への転換」が２７％となってい

ます（図４－２２、２３）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図４－２１：ＥＴＣ割引の認知度 】      【 図４－２２：ＥＴＣの利用状況 】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図４－２３：ＥＴＣ認知度 】      【 図４－２４：貨物車料金施策のイメージ 】 
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○ スマートＩＣの設置 
スマートＩＣは、高速道路のサービスエリア、またはパーキングエリアに設置するＥ

ＴＣ専用のインターチェンジのことで、従来のインターチェンジに比べ低コストで導入

でき、高速道路の利用促進、一般道路の混雑解消や沿道環境の改善を図ることができま

す。 
しかし、低コストであっても建設に費用を要することから、整備効果と財政状況を考

慮しながら対象箇所の検討を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

【 図４－２５：物流施設一体型スマートＩＣのイメージ 】 

ｃ-２：時間帯の有効活用（オフピーク利用の促進） 
渋滞状況を提供するＶＩＣＳやＡＴＩＳを活用し、渋滞している時間帯を避けたトラ

ックの配送（オフピーク利用）を行なうことにより、効率的な配送が可能になるととも

にピーク時における走行の円滑化が確保されます。 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図４－２６：オフピーク利用のイメージ 】 
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ｃ-３：走行帯の有効活用（貨物車優先レーンの設置） 
多車線の重さ指定道路において、中央分離帯寄りの車線を「貨物車優先レーン」とし、

トラック走行の円滑化や沿道環境の改善を図ります。 

 

 

 
 

 

 

【 図４－２７：貨物車優先レーンのイメージ 】 

ｄ）情報提供関連 

ｄ-１：物流マップ（トラック運転手用地図）の普及 
東大阪ＦＱＰ協議会（Ｐ．９５を参照）の物流事業者へのアンケート調査（2008 年（平

成 20 年）2月）によると、駐車休憩施設等の情報の入手方法は、地図（道路マップ等）

によるものが最も多く、その充実の要望も携帯サイトやパンフレットとほぼ同様に大き

くなっています（図４－２８、２９）。 

トラック運転手を対象として、走行が望ましい路線、２５ｔ重さ指定道路、３～８ｔ

重量制限区間、トラック駐車可能施設、主要な物流施設等を記載した物流マップ（仮称）

を作成し、幅広く広報を行い、トラックの走行性及びアクセス性の向上を促進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【 図４－２８：情報の現在の入手方法 】     【 図４－２９：今後充実してほしい方法 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 図４－３０：物流マップ（仮称）のイメージ】 
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物流マップ（仮称）に掲載する情報 

・ 道路情報…指定道路、車両制限区間、渋滞箇所、事故危険

箇所、公示箇所、トラック駐車可能施設 等 

・ 物流拠点情報…貨物船舶運航、貨物便フライト、貨物列車

運行、特積トラック運行のスケジュール表 等 
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ｄ-２：カーナビ・携帯端末の活用（トラック用カーナビ等の開発） 
トラック運転手を対象として、物流マップ（仮称）に掲載する情報を普及が進んでい

るＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム）やＡＴＩＳ（交通情報サービス）に掲載し、

トラック運転手の走行ルートの設定や、走行中の経路選択に際しての情報とともに、ト

ラック駐車施設の位置、規模などの情報提供を行い、トラックの走行性及びアクセス性

の向上を促進します。 
 

 
 

【 図４－３１：トラック用カーナビのイメージ 】 

 

 

ｄ-３：道路情報板等の設置（走行誘導路線の表示等） 

トラックの走行が望ましい路線や２５ｔ重さ指定道路等を表示した道路情報板等を

設置し、周知を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【 図４－３２：道路情報板での表示のイメージ】 【 図４－３３：横断施設での表示のイメージ】 

 

 
トラックは、幹線道路を走行しましょう。

この道路はトラックの走行が望ましい路線です。
生活道路や狭い幅員の道路の走行は控えましょう。
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（３）トラック荷待ち駐車マネジメント 

① 施策の目的 

都市部ではトラックが駐車休憩できるスペースが少ないため、物流施設の集積地域において、

荷物積み下ろしのための路上駐車（荷待ち駐車）が見られます。この路上駐車は、交通流を阻

害し渋滞や事故等の原因にもなっており、交通渋滞、都市環境、交通安全面で問題が生じてい

ます。 
ここでは、トラック荷待ち駐車に対するマネジメントとして、東大阪地域を対象に道路の未

利用地等を活用した、主にトラックを対象とする駐車休憩施設（中環東大阪休憩所（北行））

の整備（平成２０年６月１６日オープン）や東大阪ＦＱＰ協議会による取り組みを示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

【 図４－３４：東大阪地域の大型トラックの路上駐車 】 

 

② 施策の内容 

 ● 中環東大阪休憩所（北行） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 既設パーキング（南行） 新設パーキング（北行） 

大型車 約 23台 約 54台 

収容台数

普通車 約 100 台 約 33台 

利用時間 平日 9：30～16：30 全日 24時間 ※ 

主な施設 休憩所・トイレ 
休憩所・トイレ・ 

コンビニエンスストア 

供用日 平成 7年 4月 平成 20年 6月 

府道大阪中央環状線 市道稲田本庄線

※一部のエリアは、２１時～５時閉鎖
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● 東大阪ＦＱＰ協議会による取り組み 

大型トラックの荷待ち、休憩のための路上駐車問題に対し、受け皿となる既存道路ストッ

クを活用した駐車スペースの確保といったハード対策だけでなく、路上駐車の解消に向けた

指導、啓発活動等のソフト対策の両面からの取り組みが必要です。 
また、対策検討にあたっては、荷主、運送事業者、地方自治体、警察等の地域の関係者が

協働し、地域住民の意見を踏まえた上で、関係者が自主的に取り組むことができる対策とす

ることが必要です。 
ＦＱＰ（Freight Quality Partnership）とは、物流に関する交通問題に対する理解を深

め、物流の効率化を進めるとともに地域の環境や社会への懸念を解決するために、地域住民、

荷主、運送事業者、自治体、警察等、幅広い利害関係者がパートナーシップの精神で調整、

協力していく仕組みです。 

東大阪地域の大型トラックの荷待ち、休憩のための路上駐車問題の解消のため、ＦＱＰの

仕組みを取り入れ、学識経験者、大阪府、東大阪市、荷主、運送事業者から構成される東大

阪ＦＱＰ協議会を設立、運営し、2007 年度（平成 18 年度）においてはアクションプランを

策定、2008 年度より各関係者がプランの実現に向けた取り組みを行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【 図４－３５：東大阪ＦＱＰ協議会の構成イメージ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図４－３６：東大阪ＦＱＰ協議会の検討フロー 】 

課題の改善

貨物車の路上駐車
などの課題

周辺住民

警察

運送業

自治体

荷主

有識者
商工会

事業所

アクションプラン

地元・関係機関との調整

・既存調査資料等
・交通量調査の実施
・アンケート調査の実施

地区内外の問題点、課題の抽出

協議会の設立

具体的施策の検討

アクションプランの決定

アクションプランの実行

アクションプラン素案の作成
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【 表４－１５：東大阪ＦＱＰのアクションプラン 】 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜１ トラックの路上駐車解消＞ 

・ 駐車休憩施設の整備、社会実験の実施 
・ 啓発活動と取締り強化等 

＜３ 走行ルートマネジメント＞ 

・ 生活道路への業務車両流入抑制等 

＜２ マイカーの路上駐車削減＞ 

・ モビリティマネジメントの推進 
・ 地元の合意形成に基づく駐車規制の強化等 

＜４ 地区の環境改善＞ 

・ 道路緑化や美化活動の推進 
・ アイドリングストップの推進等 
 

 

 

アクションプラン （地域の幅広い関係者で構成する協議会において策定） 

 

荒本駅 長田駅 

中環東大阪休憩所（パーキングエリア）は

2008年 6月に規模と利用時間を拡大し、東

大阪物流パーキング（仮称）としてリニュー

アルオープンをする予定です。 

地区内道路は、日常的に大型貨物車が多数路上

駐車しています。また、ドライバーによるゴミやタバ

コのポイ捨ても課題となっています。 

0

50

100

150

200

250

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 （時）

（台）

←昼12時台がピーク
（236台）

＜瞬間駐車台数の推移＞
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＜瞬間駐車台数の推移＞  

地区に隣接する住居系地域の生活道路が業務

車両の抜け道となっています。 

この付近は、大阪中央

環状線で大型車交通量

が最も多く、混入率も約

２８%と高くなっていま

す。 

長田駅周辺は、駐車禁止の規制がないため、

通勤目的のマイカーの路上駐車が多く、業務

車両の通行に支障となっています。 

 

 

取り組みの基本コンセプト 

＜現在の地区のイメージ＞＜現在の地区のイメージ＞ ＜望まれる地区のイメージ＞＜望まれる地区のイメージ＞

●路上駐車が多く危険

●ゴミが多く汚い

●街灯が少なく暗い

●緑あふれる“まち”

●明るく魅力ある“まち”

＜現在の地区のイメージ＞＜現在の地区のイメージ＞ ＜望まれる地区のイメージ＞＜望まれる地区のイメージ＞

●路上駐車が多く危険

●ゴミが多く汚い

●街灯が少なく暗い

●緑あふれる“まち”

●明るく魅力ある“まち”

中環東大阪休憩所（パーキングエリア）は 

2008 年 6 月に規模と利用時間を拡大し、 

リニューアルオープンしました。 
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４－２ 貨物車交通プランを取り巻く物流関連施策 
貨物車交通プランを構成する具体的施策は、表４－１６に示す物流に関する諸施策との連

携を図ることにより、より実効性のあるものになります。適切な施策の組み合せによって、

貨物輸送の効率化と都市環境の改善を推進していきます。 
 

（１） トラック走行マネジメントの主な連携施策 

長距離幹線輸送に関しては、「グリーン物流パートナーシップ会議」等との連携により、

トラックの総量抑制（モーダルシフト等）に取り組むことが必要です。 

一方、地域内幹線輸送に関しては、「物流総合効率化法」等との連携により、トラックの

総量抑制（物流拠点の集約化等）に取り組むことが必要です。 

 

（２） トラック駐車マネジメントの主な連携施策 

端末輸送に関しては、「都市内物流トータルプラン」（Ｐ．１７～２０を参照）等を参考に

しながら、まちづくりや物流の商慣行等の観点から取り組むことが必要です。 

 

（３） 土地利用に関する施策 

土地利用に関しては、京阪神都市圏交通計画協議会にて策定した「京阪神都市圏物流ビジ

ョン」の望ましい事業所立地のあり方を適宜踏まえることにします。 
 

【 表４－１６：物流関連施策 】 

施　　　　　策 部　　署

ａ）トラック単体関連

ａ－１：自動車ＮＯx・ＰＭ法

ａ－２：温暖化防止条例（自動車関係）

ａ－３：生活環境の保全等に関する条例（流入車対策）

ａ－４：グリーン化税制 大阪府総務部

ｂ）物流施設関連

ｂ－１：貨物車交通マネジメントに関する調査検討費（～Ｈ２０）

ｂ－２：先導的都市環境形成総合支援事業

ｂ－３：物流総合効率化法

ｂ－４：営業倉庫における省エネ設備・技術導入支援事業

ｂ－５：夢洲におけるロジスティクスセンター構想 大阪市港湾局

ｂ－６：流通業務地区、流通業務団地 大阪府住宅まちづくり部

ｂ－７：産業集積促進税制（一部、倉庫のみ対象） 大阪府商工労働部

ｃ）モーダルシフト関連

ｃ－１：グリーン物流パートナーシップ会議 国土交通省近畿運輸局

ｄ）土地利用・まちづくり関連

ｄ－１：京阪神都市圏物流ビジョン 京阪神都市圏交通計画協議会

ｄ－２：地域自立・活性化総合支援制度 国土交通省近畿地方整備局

ｅ）全般

ｅ－１：国際物流戦略チームの取り組み 国際物流戦略チーム

大阪府環境農林水産部

国土交通省近畿地方整備局

国土交通省近畿運輸局
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（４） 物流関連施策の詳細内容 

ａ）トラック単体関連 

ａ－１：自動車ＮＯx・ＰＭ法 

【車種規制】 
大気汚染防止法により新車に対して全国一律に適応される自動車排ガス単体規制に加え

て、対策地域内の本拠の位置を有しており既に使用されている自動車についても排出ガス規

制を適応し、基準に適合しない自動車は、一定期間の猶予期間後、対策地域内に使用の本拠

を置く（車検をとおす）ことができなくなります。 
 
【特定事業者の義務】 
 対策地域に使用の本拠の位置を有する自動車を３０台以上使用する事業者（特定事業者）

は、自動車から排出される窒素酸化物（ＮＯＸ）及び粒子物質（ＰＭ）を抑制するために必

要な計画である「自動車使用管理計画書」及びその実績報告である「自動車使用管理実績報

告書」を知事等に提出することが義務づけられています。 
 
○ 対策地域 
大阪府内の豊能町、能勢町、太子町、河南町、岬町、千早赤坂村を除く３７市町村が対

策地域です。 
○ 対象となる自動車 
乗用車、貨物自動車、バス、特殊自動車（軽自動車、特殊自動車及び二輪を除く。）が

対象です。 
○ 提出期限について 
▽提出期限 
 ・自動車使用管理計画書：特定業者に該当することとなった日から３ヶ月以内 
 ・自動車使用管理実績報告書：毎年６月３０日まで 
▽提出先 
 「自動車運送業者」及び「第二種利用運送事業者」の方は近畿運輸局大阪運輸支局輸

送部門 
 〒５７２－０８４６ 寝屋川市高宮栄町１２－１ 
 ＴＥＬ：０７２－８２２－６７３３（バス・タクシー関係） 
 ＴＥＬ：０７２－８２２－５２５４（貨物関係） 
 ＵＲＬ：http://www.kkt.mlit.go.jp/osirase/kengaku/keikakusyo.htm 

※ 上記以外の業者の方は大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課自動車排ガス規

制・指導グループ 
 〒５４０－０００８ 大阪市中央区大手前２－１－２ 国民会館・住友生命ビル６階 
 ＴＥＬ：０６－６９４４－９２５１ 
 ＵＲＬ：http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/sidou/tokutei/index.html 
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ａ－２：温暖化防止条例（自動車関係） 
【特定事業者の義務】 
 府内全域に使用の本拠の位置を有する自動車を１００台以上（タクシー事業者の場合は２

５０台以上）使用する事業者（特定事業者）は、温室効果ガスや人口排熱を抑制するために、

具体的な削除目標を設定し、その目標を達成するための対策を盛り込んだ「対策計画書」を

知事に提出することが義務づけられています。 
 
○ 対象となる自動車 
 乗用車、貨物自動車、バス、特殊自動車（軽自動車、特殊自動車及び二輪を除く。）

が対象です。 
○ 燃料使用量の把握が必要となる自動車 
 特殊自動車及び二輪を除く自動車。（軽自動車は対象となります。） 
特定事業者について 
 自動車を１００台以上使用する事業者のほか、以下の条件に該当する事業者も特定事

業者となります。 
▽府内において燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量が、原油換算燃料等 
 使用量で１，５００ｋＬ／年以上の事業者。 
▽２４時間営業を常態としており、かつ、府内の事業者の合計エネルギー量が、原油換

算燃料等使用量で１，５００ｋＬ／年以上の事業者（コンビニエンスストア等） 
○ 提出先について 
▽提出期限 
 ・対策計画書：９月３０日まで（３年毎に提出） 
 ・実績報告書：毎年８月３１日まで 
▽提出先 
 大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室 地球環境課 温暖化対策グループ 
  〒５４０－０００８ 大阪市中央区大手前２－１－７ 大阪赤十字会館８階 
  ＴＥＬ：０６－６９４４－９２０７ 

※ ただし、自動車１００台以上の項目のみで該当される事業者は 
大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課自動車排ガス規制・指導グループ 
 〒５４０－０００８ 大阪市中央区大手前２－１－２ 国民会館・住友生命ビル６階 
 ＴＥＬ：０６－６９４４－９２５１ 

 

ａ－３：生活環境の保全等に関する条例（流入車対策） 

Ｐ．２３の図２－２３を参照 

 

ａ－４：グリーン税制 

 環境に配慮した度合いにより自動車税の負担を軽減ないし重課するものです。 
 なお、自動車取得税についても、低公害車・低燃費車の取得に対する軽減措置を実施し

ています。 
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ｂ）物流施設関連 

ｂ－１：貨物車駐車施設の整備等による交通円滑化支援制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ－２：先導的都市環境形成総合支援事業  

《拠点的市街地等における地区・街区レベルの包括的都市環境対策》

下水処理場

風の道

共同集配施設

民間による
先進的な取組

民有地等を活用
した緑化の推進

エネルギーの
面的利用の促進

下水道未利用
エネルギーの活用

物流等都市交通
施策の推進

地域冷暖房

計画策定支援

社会実験・
実証実験等

コーディネート

支援

エコまちネット
ワーク整備事業

緑地環境整備
総合支援事業

都市交通システ
ム整備事業

地区・街区レベルにおいて、行政、民間事業者が行う事業・
対策を包括的に定めた都市環境対策に関する計画を策定

計画においてＣＯ２など環境負荷低減効果等の目標を設定

環境貢献の高い計画に対して、包括的かつ集中的に支援

各種事業の特例
先導的都市環境
形成促進事業

《拠点的市街地等における地区・街区レベルの包括的都市環境対策》

下水処理場

風の道

共同集配施設

民間による
先進的な取組

民有地等を活用
した緑化の推進

エネルギーの
面的利用の促進

下水道未利用
エネルギーの活用

物流等都市交通
施策の推進

地域冷暖房

計画策定支援

社会実験・
実証実験等

コーディネート

支援

エコまちネット
ワーク整備事業

緑地環境整備
総合支援事業

都市交通システ
ム整備事業

地区・街区レベルにおいて、行政、民間事業者が行う事業・
対策を包括的に定めた都市環境対策に関する計画を策定

計画においてＣＯ２など環境負荷低減効果等の目標を設定

環境貢献の高い計画に対して、包括的かつ集中的に支援

各種事業の特例
先導的都市環境
形成促進事業

Ⅰ．実施地域
①現に高度な都市集積が図られている三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び政令市の区域 又は
②都市計画マスタープラン等において集約型都市構造を都市政策の方針としている都市圏における、当
該方針を実現する上で拠点となるべき地域

Ⅱ．計画の認定要件
「計画の先導性」及び「計画の目標」の２点から総合的に評価し、高い水準を満足すると認められる計画を認定
①計画の先導性・・・・｢取組の包括性｣及び｢取組の先進性｣
②計画の目標・・・・・｢ＣＯ２排出量の削減効果｣､｢ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象緩和効果｣､｢都市環境改善効果｣

Ⅰ．実施地域
①現に高度な都市集積が図られている三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び政令市の区域 又は
②都市計画マスタープラン等において集約型都市構造を都市政策の方針としている都市圏における、当
該方針を実現する上で拠点となるべき地域

Ⅱ．計画の認定要件
「計画の先導性」及び「計画の目標」の２点から総合的に評価し、高い水準を満足すると認められる計画を認定
①計画の先導性・・・・｢取組の包括性｣及び｢取組の先進性｣
②計画の目標・・・・・｢ＣＯ２排出量の削減効果｣､｢ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象緩和効果｣､｢都市環境改善効果｣

計画事項（案）

先導型都市環境形成計画

計画対象区域の概要
・都市計画等における地区の位置づけ
・計画対象区域の面積
・計画策定主体及び構成員

都市環境負荷削減対策の概要
・対策の概要
・対策の関係者および実施主体
・適用する支援制度

事業実施による環境改善の目標
・ＣＯ２排出量の削減
・ヒートアイランドの低減効果
・都市環境改善効果

都市環境改善効果
風の道の確保等の都市熱環境改善効果、端末交
通の整備や歩行者空間の充実などの都市交通環
境改善効果 等

計画の先導性

以下の２項目を満たす計画

○取組の包括性
・公民を問わない多様な主体による、
少なくとも３以上の都市環境対策
を含む計画であること

○取組の先進性
・他地区の参考となりうる、全国的
な見地からみた先進的な取り組み
を含むものであること

－対策の先進性、取り組み体制の先
進性、費用負担構造の先進性 等

以下の３項目を総合的に評価

○ＣＯ２排出量削減目標
※計算手法が確立しているエネル
ギー分野等については定量的に、
定量的な分析が困難な都市交通分
野等については定性的に分析

○ヒートアイランド現象の
緩和目標

※必要に応じ項目立て

○都市環境改善目標

計画の目標

Ⅰ．実施地域
①現に高度な都市集積が図られている三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び政令市の区域 又は
②都市計画マスタープラン等において集約型都市構造を都市政策の方針としている都市圏における、当
該方針を実現する上で拠点となるべき地域

Ⅱ．計画の認定要件
「計画の先導性」及び「計画の目標」の２点から総合的に評価し、高い水準を満足すると認められる計画を認定
①計画の先導性・・・・｢取組の包括性｣及び｢取組の先進性｣
②計画の目標・・・・・｢ＣＯ２排出量の削減効果｣､｢ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象緩和効果｣､｢都市環境改善効果｣

Ⅰ．実施地域
①現に高度な都市集積が図られている三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び政令市の区域 又は
②都市計画マスタープラン等において集約型都市構造を都市政策の方針としている都市圏における、当
該方針を実現する上で拠点となるべき地域

Ⅱ．計画の認定要件
「計画の先導性」及び「計画の目標」の２点から総合的に評価し、高い水準を満足すると認められる計画を認定
①計画の先導性・・・・｢取組の包括性｣及び｢取組の先進性｣
②計画の目標・・・・・｢ＣＯ２排出量の削減効果｣､｢ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象緩和効果｣､｢都市環境改善効果｣

計画事項（案）

先導型都市環境形成計画

計画対象区域の概要
・都市計画等における地区の位置づけ
・計画対象区域の面積
・計画策定主体及び構成員

都市環境負荷削減対策の概要
・対策の概要
・対策の関係者および実施主体
・適用する支援制度

都市環境負荷削減対策の概要
・対策の概要
・対策の関係者および実施主体
・適用する支援制度

事業実施による環境改善の目標
・ＣＯ２排出量の削減
・ヒートアイランドの低減効果
・都市環境改善効果

事業実施による環境改善の目標
・ＣＯ２排出量の削減
・ヒートアイランドの低減効果
・都市環境改善効果

都市環境改善効果
風の道の確保等の都市熱環境改善効果、端末交
通の整備や歩行者空間の充実などの都市交通環
境改善効果 等

計画の先導性

以下の２項目を満たす計画

○取組の包括性
・公民を問わない多様な主体による、
少なくとも３以上の都市環境対策
を含む計画であること

○取組の先進性
・他地区の参考となりうる、全国的
な見地からみた先進的な取り組み
を含むものであること

－対策の先進性、取り組み体制の先
進性、費用負担構造の先進性 等

以下の３項目を総合的に評価

○ＣＯ２排出量削減目標
※計算手法が確立しているエネル
ギー分野等については定量的に、
定量的な分析が困難な都市交通分
野等については定性的に分析

○ヒートアイランド現象の
緩和目標

※必要に応じ項目立て

○都市環境改善目標

計画の目標

【地区要件の追加、補助対象施設の拡充】
◇エネルギー面的利用のさらなる推進を図るべく、事業実施地区に「先導的都市環境形成計画」策定地区
を追加するとともに、都市計画に位置づけられた地域冷暖房施設を補助対象施設に追加。

先導的都市環境形成計画を策定した地区においては、「エコまちネットワーク整備事業」、「緑地環

境整備総合支援事業」、「都市交通システム整備事業」の３事業について、以下の特例の適用が可能

となります。

エコまちネットワーク整備事業

【民間事業者を事業主体に追加】
◇街区全体で総合的かつ重点的な緑化を推進すべく、民間事業者等が行う、高木を含む緑被率が８０％以
上で緑化面積が500㎡以上の借地公園として開設するものの整備に対して支援。

緑地環境整備総合支援事業

【地区要件の追加】
◇地区要件に、「先導的都市環境形成計画」策定地区を追加し、自動車から公共交通等への利用転換など、
省CO2型の都市づくりに資する都市交通施策に関する取組の推進に必要となる公共交通の施設や駐輪
場等、都市の交通システムの整備に対して支援。

都市交通システム整備事業

【地区要件の追加、補助対象施設の拡充】
◇エネルギー面的利用のさらなる推進を図るべく、事業実施地区に「先導的都市環境形成計画」策定地区
を追加するとともに、都市計画に位置づけられた地域冷暖房施設を補助対象施設に追加。

先導的都市環境形成計画を策定した地区においては、「エコまちネットワーク整備事業」、「緑地環

境整備総合支援事業」、「都市交通システム整備事業」の３事業について、以下の特例の適用が可能

となります。

エコまちネットワーク整備事業

【民間事業者を事業主体に追加】
◇街区全体で総合的かつ重点的な緑化を推進すべく、民間事業者等が行う、高木を含む緑被率が８０％以
上で緑化面積が500㎡以上の借地公園として開設するものの整備に対して支援。

緑地環境整備総合支援事業

【地区要件の追加】
◇地区要件に、「先導的都市環境形成計画」策定地区を追加し、自動車から公共交通等への利用転換など、
省CO2型の都市づくりに資する都市交通施策に関する取組の推進に必要となる公共交通の施設や駐輪
場等、都市の交通システムの整備に対して支援。

都市交通システム整備事業

先導的都市環境形成総合支援事業 （平成20年度創設）

先導的な都市環境対策にかかる計画の策定

費に対する補助

関係主体の意向調査・合意形成や、各種事業の

計画・進捗調整等に対する支援

－ 調査委託等に要する経費 等

事業主体：

補 助 率：

概 要：

地方公共団体

１／２

事業主体：

補 助 率：

地方公共団体、民間事業者、都市再生機構 等

地方公共団体、都市再生機構 １／２

民間事業者 １／３（間接補助）

概 要：
事業主体：

補 助 率：

地方公共団体、民間事業者、都市再生機構 等

概 要：・先導的な対策の本格実施に先立ち必要な社会

実験、実証実験等に対する支援

－施設・機材の設置経費、調査経費、

システム等検討経費 等

・民間事業者等への普及啓発を図る各種のソフ

ト活動にかかる費用

地区・街区レベルにおける包括的な都市環境対策を協力に推進するため、以下の３つのメニューか

らなる新たな支援制度を創設する。

計計 画画 策策 定定 費費 補補 助助

コーディネート事業費補助コーディネート事業費補助

社会実験・実証実験等実施費補助社会実験・実証実験等実施費補助

地方公共団体、都市再生機構 １／２

民間事業者 １／３（間接補助）

※５年間限定。

先導的な都市環境対策にかかる計画の策定

費に対する補助

関係主体の意向調査・合意形成や、各種事業の

計画・進捗調整等に対する支援

－ 調査委託等に要する経費 等

事業主体：

補 助 率：

概 要：

地方公共団体

１／２

事業主体：

補 助 率：

地方公共団体、民間事業者、都市再生機構 等

地方公共団体、都市再生機構 １／２

民間事業者 １／３（間接補助）

概 要：
事業主体：

補 助 率：

地方公共団体、民間事業者、都市再生機構 等

概 要：・先導的な対策の本格実施に先立ち必要な社会

実験、実証実験等に対する支援

－施設・機材の設置経費、調査経費、

システム等検討経費 等

・民間事業者等への普及啓発を図る各種のソフ

ト活動にかかる費用

地区・街区レベルにおける包括的な都市環境対策を協力に推進するため、以下の３つのメニューか

らなる新たな支援制度を創設する。

計計 画画 策策 定定 費費 補補 助助

コーディネート事業費補助コーディネート事業費補助

社会実験・実証実験等実施費補助社会実験・実証実験等実施費補助

地方公共団体、都市再生機構 １／２

民間事業者 １／３（間接補助）

※５年間限定。

先導的都市環境形成総合支援事業の創設

先導的都市環境形成促進事業の概要

当該事業の実施地域及び計画の認定要件のイメ－ジ（案）

各種事業の特例

 

＜メニューの例＞

貨物車交通マネジメントに関する検討調査経費

地元での問題意識
解決に向けた意識共有

社会実験等を通じた
施策のあり方の検討

施策の本格実施
評価システムの導入

理想的なサイクル

実態調査

・荷捌き駐車等の課題を抱える地域にお
ける搬入搬出物資量・発集位置・横持ち距
離などの物流調査

・自動車の交通量・歩行者数・導線等の交
通調査の実施及びその調査結果の整理

地元意向調査

・地域の関係者の意識調査及び改善意向
調査（地元住民、商工会、物流事業者等を
対象）

中期的プランの策定
・現状把握・課題の抽出を踏まえた調査検
討会の設置
・対応方針の策定
・社会実験の実施・評価・再実施
・地域ルールの導入、所要のハード整備

【荷捌きスペースの設置前】

【設置後】

【千葉県柏市の事例】【東京都市圏交通協議会資料】

荷捌き駐車問題解決に当たってネックとなる関係者間での問題意識の共有、合意形成、
中期的プランの策定などのマネジメントサイクルの構築を支援

【東京都市圏交通協議会資料】

実態調査、地元意識調査、中期
的なプラン策定等の荷さばき駐車
問題解決方策の検討経費を支援
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ｂ－３：物流総合効率化法 

■ 物流拠点施設の総合化と流通業務の効率化を促進することによって、物流改革の推進、環境負荷の
低減、地域の活性化を図るとともに、社会資本整備の進展を促進する。

支援措置

○事業許可等の一括取得

倉庫業、貨物自動車運送事業等の
許可等のみなし

物流事業の総合的実施の促進

○ 物流拠点施設に関する税制特例

法人税・固定資産税等の特例

○ 施設の立地規制に関する配慮

市街化調整区域の開発許可に係る配慮

社会資本と連携した物流拠点施設の整備

○ 資金面等の支援

中小企業信用保険の限度額の拡充

○ 政策金融

低利融資、高度化融資

中小企業者等に対する支援

○ ＣＯ２排出量が２割程度削減

効果２：環境負荷の低減

○ 国際競争力強化
○ コストの削減

効果１：物流改革の推進

○ 低未利用地の活用
○ 地域雇用の創出

効果３：地域の活性化
認定件数 110件
（２００８年１１月現在）

社会資本整備の進展社会資本整備の進展 （国際物流基幹ネットワークの構築、国際拠点港湾・空港の機能向上等）（国際物流基幹ネットワークの構築、国際拠点港湾・空港の機能向上等）

基本方針基本方針

○輸配送・保管・流通加工を
総合的に実施

○ 物流拠点の集約化、高速
道路・港湾等周辺への立地
促進

○共同輸配送の促進 等

総合効率化計画総合効率化計画

○事業の内容、実施時期、物
流施設の概要等を記載

○ ＣＯ２排出量の削減効果を
定量的に記載

総合効率化計画の基本方針適合性を審査・認定総合効率化計画の基本方針適合性を審査・認定非効率的な物流

工場 小売店荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

効率的で環境負荷の小さい物流

工場

小売店

物流拠点
施設

輸入

支援措置

○事業許可等の一括取得

倉庫業、貨物自動車運送事業等の
許可等のみなし

物流事業の総合的実施の促進

○ 物流拠点施設に関する税制特例

法人税・固定資産税等の特例

○ 施設の立地規制に関する配慮

市街化調整区域の開発許可に係る配慮

社会資本と連携した物流拠点施設の整備

○ 資金面等の支援

中小企業信用保険の限度額の拡充

○ 政策金融

低利融資、高度化融資

中小企業者等に対する支援

○ ＣＯ２排出量が２割程度削減

効果２：環境負荷の低減

○ 国際競争力強化
○ コストの削減

効果１：物流改革の推進

○ 低未利用地の活用
○ 地域雇用の創出

効果３：地域の活性化
認定件数 110件
（２００８年１１月現在）

社会資本整備の進展社会資本整備の進展 （国際物流基幹ネットワークの構築、国際拠点港湾・空港の機能向上等）（国際物流基幹ネットワークの構築、国際拠点港湾・空港の機能向上等）

基本方針基本方針

○輸配送・保管・流通加工を
総合的に実施

○ 物流拠点の集約化、高速
道路・港湾等周辺への立地
促進

○共同輸配送の促進 等

総合効率化計画総合効率化計画

○事業の内容、実施時期、物
流施設の概要等を記載

○ ＣＯ２排出量の削減効果を
定量的に記載

総合効率化計画の基本方針適合性を審査・認定総合効率化計画の基本方針適合性を審査・認定非効率的な物流

工場 小売店荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

工場 小売店荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

効率的で環境負荷の小さい物流

工場

小売店

物流拠点
施設

輸入

工場

小売店

物流拠点
施設

輸入

物流総合効率化法物流総合効率化法

 

 

ｂ－４：営業倉庫における省エネ設備・技術導入支援事業 

19年度のイメージ

△

荷捌室

88
M

事務所棟

空冷コンデンサー

蒸発式凝縮器

デフロスト水槽

ｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙ

CP

作業用照明等作業用照明等自動化倉庫等自動化倉庫等

流通加工・荷捌室

照明器具

変圧器

照明器具

垂直搬送機

スケール除去装置

冷却関連設備

冷凍機

送風機

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

冷蔵倉庫-25℃

ｴｱ･ｶｰﾃﾝ

=対象拡充部分=対象拡充部分

88

冷蔵倉庫-25℃

△

H

無人搬送車無人搬送車

移動式密集棚移動式密集棚

倉庫防熱倉庫防熱

20年度営業倉庫における省エネ設備・技術導入支援のイメージ
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ｂ－５：夢洲におけるロジスティクスセンター構想 

  スーパー中枢港湾の対象である夢洲コンテナターミナルと一体利用が可能な背後エリ 

  アにおいて、産業・物流拠点を形成し、荷主等が要請するグローバルなＳＣＭ（サプライ・

チェーン・マネジメント）の構築 

  を支援していきます。 

夢洲におけるロジスティクスセンター構想

先行開発可能区域

約50ha

夢洲ロシスティクスセンターエリア

約150ha

先行開発可能区域

約50ha

夢洲ロシスティクスセンターエリア

約150ha

先行開発可能区域

約50ha

夢洲ロシスティクスセンターエリア

約150ha

先行開発可能区域

約50ha

夢洲ロシスティクスセンターエリア

約150ha

先行開発可能区域

約50ha

夢洲ロシスティクスセンターエリア

約150ha

海・陸・空の最適輸送モードの選択が可能な総合物流拠点の整備海・陸・空の最適輸送モードの選択が可能海・陸・空の最適輸送モードの選択が可能な総合物流拠点の整備な総合物流拠点の整備

関西都市圏の生活を支えるディストリビューションセンター機能関西都市圏の生活を支えるディストリビューションセンター機能関西都市圏の生活を支えるディストリビューションセンター機能

夢洲コンテナターミナルの機能の強化・補完夢洲コンテナターミナルの機能の強化・補完夢洲コンテナターミナルの機能の強化・補完

都市型製造業の集積都市型製造業の集積都市型製造業の集積

開発のコンセプト

 

 

 

 

 

ｂ－６：流通業務地区、流通業務団地 

都市計画（流通業務地区、団地）に基づき都心の外周部に流通業務施設の集約的な

立地を実現させ、都心に流入する物流交通や、交錯輸送を抑制することにより、都市

における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るものです。 

 

ｂ－７：産業集積促進税制（一部、倉庫のみ対象） 

大阪府内の一定地域（第一種産業集積促進地域及び第二種産業集積促進地域）にお

ける家屋及びその敷地となる土地の取得に係る不動産取得税を軽減します。 
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ｃ）モーダルシフト関連 

ｃ－１：グリーン物流パートナーシップ会議 

グリーン物流パートナーシップ会議の概要

・「グリーン物流パートナーシップ会議」を開催、優良事例の紹介や優良事業者への表彰式を実施。

主催：JILS・日本物流団体連合会・経済産業省・国土交通省 協力：日本経済団体連合会

グリーン物流パートナーシップ会議（世話人：一橋大学杉山学長）平成１７年４月設立

会員会員 物流事業者・荷主企業・各業界団体・シンクタンク・研究機関・地方支分部局・地方自治体・個人物流事業者・荷主企業・各業界団体・シンクタンク・研究機関・地方支分部局・地方自治体・個人 等等

事業推進委員会政策企画委員会

●グリーン物流パートナーシップ会議全体のマネジメント
●企業啓発や広報戦略等に関する政策的な観点からの企画・立案

●ソフト支援事業・普及事業の選定(推進決定)、表彰案件の選定
●推進決定事業のフォローアップを通した政策提言

約３０00の企業・団体等が会員登録
（H20.1２現在）

トラック輸送効率化（共同輸配送等）トラック輸送効率化（共同輸配送等） 鉄道・海運へのモーダルシフト鉄道・海運へのモーダルシフト 拠点集約による物流効率化拠点集約による物流効率化

■運輸部門は、日本のＣＯ２排出量全体の約２０％を占めており、日本全体のＣＯ２排出量削減を進めるためには、運輸部
門、ひいては物流部門における削減が必要不可欠。

■物流部門におけるＣＯ２排出量削減プロジェクトを実現するには、荷主、物流事業者単独によるものだけでなく、それぞれ
が互いに知恵を出し合い、連携・協働すること（パートナーシップ）が必要。

※平成20年秋より組織改編

グリーン物流パートナーシップ会議の活動内容グリーン物流パートナーシップ会議の活動内容

■荷主･物流事業者の協働によるCO2排出削減プロジェクトへの支援

普及事業普及事業【【設備導入補助設備導入補助】】（補助率1/3･NEDO）
◎CO2排出量削減を実証的に行う事業を支援

■CO2排出量算定方法の標準化

■グリーン物流の普及拡大に向けた広報・企画等

・「ロジスティクス分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドライン」を作成。

・優良事業への大臣表彰制度を創設。
・シンボルマーク・ロゴマークの作成。

 

 



 - 104 -

ｄ）土地利用・まちづくり関連 

ｄ－１：京阪神都市圏物流ビジョン 

■事業所/企業の立地意向・特性を踏まえた立地・機能配置に関する都市圏の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 京阪神都市圏の望ましい事業所立地のあり方（案） 

 

 

 現在の事業所の立地状況をベースとして、事業所の移転・新設の立地意向、高速道路の整備計画、工業団地
等の立地状況等を踏まえて、京阪神都市圏における望ましい事業所立地のあり方を提案する。以下に想定イ
メージを示す。 

＜播磨臨海地域＞ 
・ 港湾へのアクセス性を重視する製造業 
・ 国内輸送における船舶利用を行う事業所 
・ 一定以上の面積が求められていることから、用地確保コストが高いため助成・優遇が重要 

＜大阪湾岸地域＞ 
・ 港湾へのアクセス性を重視する製造業・倉庫業 
・ 国際物流を主とする事業所 
・ 国際物流を支援する高速道路ネットワーク整備が求められる 
・ 用地確保コストが高いため助成・優遇が重要 

＜大阪市周辺地域＞ 
・ 物流機能や製造機能よりは事務機能・営業機能が求められている 
・ 敷地面積は他地域に比べて少ないが、単価は必然的に高くなる 
・ 新旧のオフィスビル・商業地域の混在等を踏まえた都市内機能の再配置が重要 

＜京阪地域＞ 
・ 高速道路ネットワークの充実から都市圏外や都市圏内の滋賀～京都～大阪を結ぶ輸送を行う倉庫業 
・ 必要とする敷地面積は比較的小規模 
・ 周辺一般道路が渋滞することから、高速道路ＩＣへのアクセス性の確保が重要 

＜新名神沿線地域＞ 
・ 広い敷地を必要とする製造業 
・ 国土軸上の広域的な都市圏外との輸送を行う事業所 
・ 事業所の立地を促進する用途地域指定や用地整備、高速ＩＣへのアクセス道路整備が重要 

＜京奈和自動車道沿線地域＞ 
・ 広い敷地を必要とする製造業 
・ 都市圏外、特に東日本との輸送を行う事業所 
・ 事業所の立地を促進する用途地域指定や用地整備、高速ＩＣへのアクセス道路整備が重要 
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ｄ－２：地域自立・活性化総合支援制度 

広域活性化計画の効果的な推進を図るため、計画と密接に
関連する直轄事業等に年度途中で予算を機動的に配分します。

○公共事業関係費に係る事業（国土交通省が所管する事業に

限られない。）が対象。
○地方負担割合は、配分される事業制度に従う。

地域自立・活性化総合支援制度とは地域自立・活性化総合支援制度とは

地域自立・活性化交付金の特徴地域自立・活性化交付金の特徴

地域自立・活性化事業推進費の特徴地域自立・活性化事業推進費の特徴

地域自立・活性化総合支援制度等のしくみ地域自立・活性化総合支援制度等のしくみ

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律（平成１９年法律第５２号）

地域活性化の具体的目標

民間都市開発推進機構
からの出資

地域自立・活性化
事業推進費

地域自立・活性化
交 付 金

重点地区

国土交通
大臣の認定

基

本

的

な

方

針

広
域
的
地
域
活
性
化
基
盤
整
備
計
画

国土交通
大臣に提出

民
間
拠
点
施
設
整
備
事
業
計
画

支援ツール

民間事業者作成

計画の作成・実施に際し、
・国土形成計画等との整合 ・民間事業者との連携 ・広域地方計画協議会の活用

都道府県作成

都道府県が自ら
実施する基盤整
備事業：
道路、鉄道、空港、
港湾、都市公園、下
水道、河川、土地区
画整理、市街地再
開発

自由な発意によ
り、基幹事業と
一体で行われる
事業：
・調査
・イベント
・施設の整備

等

基幹事業、提案
事業に関係する
国等が実施する
事業

広域的特定活動
による地域活性
化の拠点となる
施設：
・観光施設
・工業団地
・教養文化施設

等

拠点施設の整備
を特に促進する
べき地区

拠点施設

♨ ♨
♨
♨

♨
♨
♨

【その他のプロジェクト例】都市・農村交流促進、地方都市再生、地場産品活性化 等

生産・物流機能の強化 観 光 活 性 化

幹
線道
路（
国
道）

市町村道

都道府県道
道路拡幅等

親
水
護
岸

都道府県道

SAPA
・

電線類地中化

重点
地区工業用地

都道府県

アクセス道路の整備

民 間

工場の進出

民 間

物流センターの整備

国

幅員狭小解消の
ための拡幅

都道府県

臨港道路、緑地等の
港湾施設整備

幹
線
道
路
（国
道
）

高規格幹線道路

国

交差点改良

都道府県

沿道の景観整備
緑化

都道府県

河川環境の整備

市町村

スマートIC(ETC専用)
へのアクセス道路の
整備

民 間

美術館等観光施設の整備、
周回ﾊﾞｽの運行 等

♨

観光案内施設の整備

民 間

緑地

ロジスティック ハブ 高規格コンテナターミナル

プロジェクトイメージプロジェクトイメージ

国
土
交
通
大
臣
作
成

（臨海物流拠点）

（内陸生産拠点）

基幹事業 提案事業 関連事業

目的・趣旨
・ 広域にわたる人や物の流れを活発にすることを通じて、

地域を活性化することを目的としています。
・ 地域の活性化に必要な基盤整備とソフト事業を民間活動に

合わせてタイミング良く効率的に実施するための制度です。

内 容
・ 地域自立・活性化交付金
・ 地域自立・活性化事業推進費

広域的特定活動 広域にわたる人や物の流れを活発にする生産活動、観光振興などの活動

都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画（広域活性化
計画）に対し、国土交通大臣が交付金を一括して交付します。
【計画期間約３～５年、交付率 約４５％】

ハード・ソフト一体の幅広い支援メニュー
○都道府県が実施する国土交通省所管の幅広い基盤整備

事業（基幹事業）が対象。
【道路、鉄道、空港、港湾、都市公園、下水道、河川、

土地区画整理、市街地再開発】
○ 都道府県の自由な発意によるソフト事業等（提案事業）も対象。

地方の高い自主性・裁量性
○国費は、既存の補助割合等にとらわれずに各事業別に自由に
充当可能。

○年度途中の事業間の国費の融通に係る変更手続が不要。

民間プロジェクトとの効果的な連携
○事業の高い裁量性を活用して、民間プロジェクトの進捗に

合わせた執行が可能。
○ ソフト事業等により、柔軟に民間への支援・協働が可能。

事後評価の重視
○交付期間の終了後、都道府県は、事後評価を実施。
○事後評価の結果は、都道府県と国の両方で公表。

 
 

ｅ）全般 

ｅ－１：国際物流戦略チームの取り組み 
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